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 本要領は本市が障害福祉サービス支払等業務について、受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するため

に必要な事項を定める。 

 応募提案をしようとする者は、本要領及び「神戸市障害福祉サービス支払等業務仕様書」を熟読の上、本要領に定

める提案書を作成するものとする。 

 

１． 業務の概要 

（１） 委託業務名 

神戸市 障害福祉サービス支払等業務 

（２） 業務の内容 

「神戸市 障害福祉サービス支払等業務」公募型プロポーザル仕様書（以下「仕様書」という）のとおり 

（３） 委託期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

ただし、当該委託業務（以下「本体業務」という。）に付随して行う「引継ぎ業務」については、本体業

務の契約を締結した事業者と別途契約するものとする。（１１．業務引継ぎについて 参照） 

なお、令和５年度において既に本体業務の契約を締結している事業者が、プロポーザルの結果、令和６

年度も引き続き本体業務を行う場合は、１１．引き継ぎ業務 の契約は行わないものとする。 

 

（４） 契約金額の上限 

金 ８１,０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

（５） 履行場所 

神戸市内において本市が指定する場所 

 

（参考） 

・神戸市障害福祉サービス支払業務実績 

 自立支援給付 児童 地域生活 

支援事業 

（移動支援） 

国保連への 

請求件数 
返戻件数 

国保連への 

請求件数 
返戻件数 

4年度総数 262,293 1,581 119,841 1,689 41,032 

4年度月平均 21,858 132 9,987 141 3,419 

5年度総数 

※２ 
143,877 942 62,892 812 21,692 

5年度月平均 23,980 157 10,482 135 3,615 

※２ ４月～９月分。 

※ 毎月、事業所単位で、概ね自立支援給付 50件、児童 50件、地域生活支援事業 200件程度、 

電話で連絡を行っている。 
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・自立支援給付及び地域生活支援事業にかかる障害福祉サービス費の過誤申し立てにかかる事務 

 
自立支援給付 移動支援事業 

4年度総数 10,131件（556事業所） 38件（9事業所） 

4年度月平均 844件（46事業所） 3件（-事業所） 

5年度総数※２ 8,831件（339事業所） 25件（6事業所） 

5年度月平均 1,472件（57事業所） 4件（-事業所） 

 ※２ ４月～９月分。 

 

・共同生活援助事業および更生訓練費にかかる助成金等実績 

 家賃助成 運営補助 
更生訓練費 

申請受付等 支払事務件数 申請受付等 支払事務件数 

4年度総数 284 8,876 63 702 5,058 

4年度月平均 24 740 5 59 422 

5年度総数 ※１ 208 4,380 32 348 2,514 

5年度月平均 35 730 5 58 419 

※１ ４月～9月 

※上記業務に関して、日７～８件の電話対応あり。 

 

・自立支援医療指定事務 

 育成・更生 精神通院 

新規 更新 変更 
廃止 

辞退 
新規 更新 変更 

廃止 

辞退 

4年度 
内訳 48 53 249 14 127 86 241 78 

総数 364 532 

5年度 

※１ 

内訳 29 38 198 5 68 49 169 30 

総数 270 316 

6年度 

(見込) 

内訳 50 439 396 10 136 410 338 60 

総数 895 944 

※１ ４月～９月分 

※２ 医療機関の指定については６年が期限となっており、令和６年度が期限となっている事業所が多

いため、本業務に限って令和６年度の見込も記載。 
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・補装具費支給契約事務 

 新規 変更・廃止等 更新 

令和 4年度総数 15 45 89 

令和 4年度月平均 1.25 3.75 7.42 

令和 5年度総数 ※１ 4 11 195（予定） 

令和 5年度月平均  0.67 1.83 16.25（予定） 

※１ ４月～９月分（ただし、更新は年間の件数） 

 

・補装具費支給契約の申請件数（見込） 

件数 新規：約15件／年 変更：約20件／年  

更新：R6年度末 約40件 

    

 ・自立支援医療レセプト点検等事務 

     育成・更生 精神通院 総数 

4年度総数 866 4,004 4,870 

4年度月平均 72 334 406 

5年度総数 ※１ 364 2,721 3,085 

5年度月平均  61 454 514 

※１ ４月～９月分 

 

     ・精神入院医療費助成事務 

 申請 承認 不承認 その他(処理中含む) 

4年度総数 329 290 39 0 

4年度月平均 27 24 3 0 

5年度総数 ※１ 172 148 16 8 

5年度月平均  29 25 3 1 

※１ ４月～９月分 

 

     ・特別児童扶養手当等業務 

 定時払い 

※２ 

随時払い 

※２ 

新規認定 

手続き 

有期更新 

手続き 

4年度総数 11,597 619 547 1,132 

4年度月平均 3,866 69 46 94 

5年度総数 ※１ 8,108 130 259 662 

5年度月平均  4,054 33 44 110 

※１ ４月～９月分 

      ※２ 定時払いは年３回、随時払いは年９回の支払いのため、月平均については支払い回数による除算 
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２． 受託事業者資格要件 

受託事業者は契約締結日において、次の各号に掲げる要件を全て満たす法人であること。  

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。 

（２） 暴力団員が役員又は代表者として経営に関与（実質的に関与している場合も含む）していないこと等 

「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条各号」に該当しないこと。 

（３） 神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月15日市長決定）による指名停止措置を受けていないこと。 

（４） 神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置（以下「除外措置」という。）

を受けていないこと。 

（５） 会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）等による法的手続きを 

していないこと。 

（６） 代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処された者がいないこと。  

（７） 事業者及びその代表者が直近１年間の法人税、市町村民税等に滞納又は未申告がないこと。  

（８） プライバシーマークを取得していること。 

（９） 本業務の遂行に当たり、連絡、調整、打ち合わせ等に際し迅速に対応できる体制を有していること。 

 

３． 委託事業者選定スケジュール 

（１） 募集要領の配布開始     令和５年１１月 ６日（月） 

（２） 質問書の提出        令和５年１１月 ６日（月）～令和５年１１月２８日（火） 

（３） 質問の回答         令和５年１１月３０日（木)  

（４） 参加申請締切        令和５年１２月１５日（金） 

（５） 企画提案書の受付期間    令和５年１２月１８日（月）～令和５年１２月２５日（月) 

（６） 選考審査会         令和６年 １月１２旬（金） 

（７） 選考結果の通知       令和６年 １月下旬(予定) 

（８） 契約予定日         令和６年 ４月 1日（月） 

 

４． 質問書の提出 

（１） 提出期間 

令和５年１１月６日（月） ～令和５年１１月２８日（火）  午後５時まで 

（２） 提出方法 

質問書（様式３）に質問事項を記入し、本要領 14に規定する問合せ先に電子メールで提出すること。件

名は「神戸市障害福祉サービス支払等業務についての質問」とする。また、必ず到着確認を電話で行うこ

と。（土曜、日曜及び祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。））なお、当

提出方法による以外の質問は一切受け付けない。 

（３） 回答方法 

質問に対する回答は、令和５年１１月２８日（火）までに質問のあった企業・団体の担当者に対し、質

問提出期間内に受領した全ての質問内容及び回答を令和５年１１月３０日（木）に 電子メールにて送信

する。 

またそれ以降、参加を検討する企業・団体の担当者に対しても令和５年１２月８日（金）までは、希望

があれば全ての質問内容及び回答を電子メールにて送信する。 
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なお、質問した事業所名は公表しない。また、入札参加資格等に関する質問については、原則として公

表しない。応募状況等の問い合わせ及び提出書類の確認については、一切受け付けない。 

（４） その他 

本市の回答は、本要領又は仕様書等を補足する効力を持つ。 

 

５． 参加申請 

（１） 申請期間 

令和５年１１月 ６日(月) ～ 令和５年１２月１５日(金)  午後５時まで 

（土曜、日曜及び祝日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

（２） 提出場所（担当課） 

神戸市福祉局障害者支援課居宅支援担当 

  〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 ６階 

電話番号 ０７８－３２２－５２３０ 

※事前に上記に電話連絡の上、お越しください。 

（３） 提出書類 

以下に掲げる書類を各１部提出して下さい。 

① プロポーザル参加申請兼資格審査申請書(様式１) 

② 法人登記簿謄本(提出日前３か月以内に発行された正本) 

③ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類 

④ 法人等の設立趣旨、運営方針、業務内容等の概要がわかるもの（パンフレット等で可） 

⑤ 事業経歴書及び業績報告書(直近事業年度までの経歴・沿革・業績を記載) ※任意様式 

⑥ 納税証明書（国税及び地方税） 

⑦ 神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書（様式２） 

⑧ 実績調書（同種または類似業務実績・その他行政関係業務実績）（様式４－１、４－２） 

⑨ 個人情報保護に関する内部規定 

⑩ プライバシーマークの取得を証明する書類 

 その他 必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。 

（４） 提出方法 

持参又は郵送・宅配とする。郵送・宅配の場合は、事前に担当課に電話連絡のうえ（土曜、日曜及び祝 

日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。））、送付記録が残る方法により、令

和５年１２月１５日(金) 午後５時までに上記提出場所に必着のこと。 

（５） 参加資格の審査 

プロポーザル参加資格は提出された書類により審査し、その結果は審査終了次第、随時通知する。 

（６） 参加資格の取消し 

          プロポーザル参加資格の確認結果の通知後、プロポーザル参加資格を有することの確認を受けた者（以下 

「参加申請者」という。）が、次のいずれかに該当するときは、プロポーザルに参加できない。  

① 本要領２に定める受託事業者資格要件を満たさなくなったとき。  

② 本要領５(3)に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 
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６． 企画提案書・見積書の提出 

（１） 提出期限 

令和５年１２月２５日（月)  午後５時まで    

（土曜、日曜及び祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）） 

（２） 提出書類 

① 企画提案書１０部(正本１部、副本９部) 

ア） 様式 

任意様式とする。 

ただし、別紙仕様書の内容を踏まえてＡ４サイズ、両面印刷で提案内容を 20ページ以内(表紙・

目次を除く)にまとめること。また、表紙及び目次を付けて、各ページの下部にページ番号を付す

こと。正本１部には事業所(会社)名を記載し、副本９部には事業所(会社)名やロゴマーク等の事業

所を特定できる情報を一切記載しないこと。 

イ） 使用言語 

日本語とする。 

ウ） その他 

企画提案書以外の提案説明資料の添付又は提出は認めない。また企画提案書の提出は１参加申請

者につき１提案とする。 

② 見積書１部 

ア） 様式 

様式は問わない。ただし、Ａ４サイズ片面とする。 

イ） 記載事項 

次に掲げる事項をすべて記載すること。 

a) 見積年月日、見積書の有効期限、事業所の名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先(担当者の氏

名及び電話番号)を記入すること。 

b) 消費税及び地方消費税額、業務にかかる費用の総額。なお，ここでいう業務とは，仕様書１ペ

ージに記載の「４ 対象業務」をいう。 

また、費用の内訳を「４ 対象業務」のうち（１）～（９）と（１０）～（１１）に分けて記載

すること。 

 

（３） 提出場所（担当課） 

神戸市福祉局障害者支援課居宅支援担当 

  〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 ６階 

電話番号 ０７８－３２２－５２３０ 

    ※事前に上記に電話連絡の上、お越しください。 

（４） 提出方法 

持参又は郵送・宅配とする。郵送・宅配の場合は、事前に担当課に電話連絡のうえ（土曜、日曜及び祝

日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。））、送付記録が残る方法により、令

和５年１２月２５日(月)午後５時までに上記提出場所に必着のこと。 
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７． 受託候補者の審査方法 

(１) 提案審査委員会の実施 

① 外部委員と本市職員で構成する受託者選定に係る提案審査委員会において、企画提案書等を審査し、 

受託候補者を選考する。 

② 審査に当たっては、参加申請者による提案内容説明会(プレゼンテーション)の実施を予定している。 

③ 提案内容説明会(プレゼンテーション)の日程、場所その他詳細については、改めて参加申請者に通知す 

る。 

 

(２) 委託先事業者（候補者）の選定基準 

下記の基準に基づき、総合的に委託先事業者の選考を行うものとします。 

項 目 評 価 内 容 配点 

内容点 仕様書の実現性が高く、妥当な提案であることを評価する。 

(配点内訳と評価観点) 

１． 業務の管理体制 

 人員配置及び体制  15点 

 業務マニュアル整備等、ノウハウの共有体制  10点 

 業務に従事する職員への研修（教育・指導体制） 10点 

 1日・1ヶ月単位の進行管理及び業務遂行の安定性・確実性  10点 

 事故・問題発生時の対応（迅速性、実現性、再発防止性） 10点 

２． 地元企業 10点 

３． 経験及び実績 15点 

下記の業務への従事経験の有無 

 同種・類似業務 

 その他行政関係業務 

４． 業務改善提案 10点 

90点 

価格点 見積金額評価点 10点 

合 計 点 100点 

 

(３) 優先交渉者への確認 

評価結果に基づき、本市担当者が優先交渉者と提案内容及び契約意思について確認を行い、認識に齟齬

等がないことが確認できれば、受託候補者とする。 

(４) 審査結果の通知 

結果については、プロポーザル参加者全員に令和６年１月下旬までに通知する。（選考結果に関する問

い合わせには応じません。） 
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８． 失格事項 

次のいずれかに該当する応募は無効とします。 

（１） 見積書及び企画提案書等の必要な書類が所定の日時を過ぎて到着したとき。 

（２） 見積書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。 

（３） 見積書に記名がないとき。 

（４） ２通以上の見積書を提出したとき。 

（５） 代理人により参加申請の場合において、委任状を提出しないとき。 

（６） プロポーザル参加者及びその代理人が他のプロポーザル参加者の代理人となり、又は数人共同してプロ 

ポーザルに参加したとき。 

（７） プロポーザル参加者の資格がない者が参加したとき。 

（８） 鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンその他訂正の容易な筆記具により見積書に記入したとき。 

（９） 見積書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。 

（１０） 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

 

９． 契約の締結 

（１） 審査の結果、選定された受託候補者と委託契約締結に向けた詳細な仕様について協議・調整を行った上  

で、速やかに委託契約を締結する。本市との委託契約の締結をもって正式な委託先事業者となる者とし 

ます。 

（２） 契約の締結に当たっては委託契約書を作成する。 

（３） 本契約は、令和６年度神戸市一般会計予算の成立を前提に行なうため、予算等が成立しない場合には、こ

の募集に基づく契約を締結しないことがある。 

 

１０． 契約保証金 

  神戸市契約規則（昭和 39年３月規則 120号）第 25条第６号の規定により免除します。 

 

１１．業務引継ぎについて 

  （１）「神戸市 障害福祉サービス支払等業務」にかかる引継ぎ業務 

①委託業務の名称 

      「神戸市 障害福祉サービス支払等業務」にかかる引継ぎ業務 

    ②業務の概要 

      「神戸市 障害福祉サービス支払等業務」の遂行にあたり、業務が滞らないよう責任をもって令和５年度

の委託先事業者から業務の引継ぎを受ける。 

     

    ③契約期間 

      令和６年２月９日から令和６年３月３１日 

④委託金額 

      ７５０,０００円（消費税及び地方消費税含む） 
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１２．その他 

（１） 当該プロポーザルの応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

（２） 提出された書類は、選考の結果の如何を問わず、当該プロポーザルの終了後も返却しない。また本市は、 

提出された書類や選考結果（不採用となった事業所等の名称・審査結果を含む）について、神戸市情報公

開条例に基づき、情報公開の対象となることを承知のうえ提出すること。 

（３） 本市は、提出書類を当該プロポーザルの実施以外の目的で、参加者に無断で使用しない。 

（４） 本市が提示する場合を除き、提出期限以降の提出書類の変更、差し替え、追加提出若しくは再提出は認 

めない。 

（５） 本市が提供する資料は、当該プロポーザルの応募に係る検討以外の目的で使用することはできない。 

（６） 当該プロポーザル応募者は、受託候補者の選考後、この募集要項等について不知又は不明を理由として 

異議を申し立てることができない。 

 

１３．当該プロポーザルを担当する部局の名称及び所在地（問合せ先） 

神戸市福祉局障害者支援課居宅支援担当 

 〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 ６階 

電話番号 ０７８－３２２－５２３０ 

ファックス ０７８－３２２－０３９３ 

電子メール syogai_jiritsu@office.city.kobe.lg.jp 


